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第４回 東京電力福島第一原子力発電所事故に関する知見の 

規制への取り入れに関する作業チーム事業者意見聴取会合 

 

 

１．日時 

令和５年６月２１日（水）１５：００～１６：４６ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 Ｂ、Ｃ、Ｄ会議室 

 

３．出席者  

原子力規制委員会 

 杉山 智之  原子力規制委員会委員 

原子力規制庁 

大島 俊之 原子力規制部長 

森下 泰  長官官房審議官 

遠山 眞 技術基盤課長 

藤森 昭裕 原子力規制企画課 企画調査官 

照井 裕之 技術基盤課 課長補佐 

西村 健 シビアアクシデント研究部門 副主任技術研究調査官 

岩永 宏平 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 企画調査官 

木原 昌二 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 上席特殊施設分析官 

皆川 隆一 実用炉審査部門 主任安全審査官 

原子力事業者（ＢＷＲ）等 

大友 恒人 東北電力株式会社 原子力本部 原子力部 原子力技術課長 

猪股 一正 東北電力株式会社 原子力本部 原子力部 原子力技術副長 

飯塚 文孝 東北電力株式会社 原子力本部 原子力部 原子力運営課長 

菅原 清  東北電力株式会社 原子力本部 原子力部 課長 

吉川 祐明 東北電力株式会社 原子力本部 原子力部 副長 

今井 俊一 東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部 原子炉安全技
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術グループマネージャー 

水野 聡史 東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部 課長 

行木 拓実 東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部 原子炉安全技

術グループ 

遠藤 亮平 東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部 設備技術グル

ープマネージャー 

木村 剛生 東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部 設備技術グル

ープチームリーダー 

今井 直人 東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部 設計エンジニ

アリンググループマネージャー 

友田 昌大 東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部 設計エンジニ

アリンググループ 

椎名 浩成 中部電力株式会社 原子力部 安全技術グループ グループ長 

泉 祐志 中部電力株式会社 原子力部 安全技術グループ 課長 

角木 孝暢 中部電力株式会社 原子力部 設備設計グループ 課長 

桝田 晃 中部電力株式会社 原子力部 運営グループ 課長 

坂口 英之 北陸電力株式会社 原子力部 原子力安全設計チーム 統括 

飯野 宏基 北陸電力株式会社 原子力部 原子力安全設計チーム 主任 

黒田 純 北陸電力株式会社 原子力部 原子力安全設計チーム 主任 

村上 幸三 中国電力株式会社 電源事業本部 原子力安全グループマネージャー 

荒芝 智幸 中国電力株式会社 電源事業本部 原子力設備グループマネージャー 

高取 孝次 中国電力株式会社 電源事業本部 原子力電気設計グループマネージャ

ー 

森脇 光司 中国電力株式会社 電源事業本部 原子力運営グループマネージャー 

山中 勝  日本原子力発電株式会社 発電管理室 技術・安全グループ グループ

マネージャー 

勝部 真徳 日本原子力発電株式会社 発電管理室 技術・安全グループ 主任 

大谷 司  電源開発株式会社 原子力技術部 炉心・安全室 室長 

塩田 啓  電源開発株式会社 原子力技術部 炉心・安全室 安全技術タスク 

総括マネージャー 
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田島 匠  電源開発株式会社 原子力技術部 炉心・安全室 課長代理 

富岡 義博 原子力エネルギー協議会 理事 

富田 邦裕 原子力エネルギー協議会 部長 

松藤 芳宏 原子力エネルギー協議会 副部長 

 

４．議題 

（１）水素防護対策に関する事業者等の取組について 

 

５．配布資料 

 資料４－１   水素防護対策の検討状況について（原子力エネルギー協議会等資料） 

 資料４－２   ＢＷＲの原子炉建屋の水素防護対策に係るＡＭＧ改定等ガイドライン

（ATENA 23-S01 Rev.0）（原子力エネルギー協議会資料） 

 

６．議事 

○大島部長 定刻になりましたので、ただいまから第4回東京電力福島第一原子力発電所

事故に関する知見の規制への取り入れに関する作業チーム事業者意見聴取会合を開催しま

す。進行を務める原子力規制部長の大島です。 

最初に、この会議の議事運営についての注意事項等を事務局からお願いします。 

○遠山課長 技術基盤課の遠山です。 

本日の会合の議事運営ですが、テレビ会議システムを用いて行います。原子力事業者及

びATENA（原子力エネルギー協議会）の8拠点と原子力規制庁を結ぶ9地点で実施いたしま

す。 

本日の会議で用います資料は、議事次第の配付資料一覧で御確認をお願いします。 

注意事項ですが、マイクは発言中以外はミュートに設定する、発言を希望する際には大

きく挙手をしていただく、発言の際にはマイクに近づく、音声が不明瞭な場合には相互に

指摘するなど、円滑な議事運営に御協力をお願いします。 

なお、発言する際には必ず名前を名乗ってからお願いいたします。また資料説明の際に

は資料番号とページ番号も発言し、該当箇所が分かるようにお願いをいたします。 

○大島部長 ありがとうございました。 

なお、本日の意見聴取会合は、杉山委員にも参加いただいております。 
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それでは議事に入ります。本日の議題は議題の（1）水素防護対策に関する事業者等の

取組についてです。水素防護対策の取組状況等について、事業者等から説明をお願いいた

します。 

はいどうぞ。 

○富田部長 ATENAの富田です。 

私のほうから事業者としての水素防護対策の取組状況について御説明したいと思います。 

まず（資料4－1の）2ページ目を御覧ください。目次になっております。「はじめに」か

らありまして、今回は2番のアクションプランの実績、今後の対応といったところと、今

回実施しましたのが、短期対策としまして3番、4番になります。AMGの改定ガイドライン、

あと対策の具体化といったところの検討結果というところでございます。5番目は今後の

対応ということで、最後にまとめということになっております。 

3ページ目に移ります。はじめにということで、この辺は皆さん御存じのとおりだと思

いますが、これまでの経緯ということで、これまで原子力規制庁、（原子力）規制委員会

さんのほうで、東京電力福島第一原子力発電所（事故）の調査・分析に係る中間とりまと

めというものをお出しいただきまして、これを受けて、我々としても検討を始めて、今回

は水素滞留という観点で議論をしている状況をお伝えすると、そういったことになります。 

4ページ目になります。短期対策として、我々としましては、この1F（東京電力福島第

一原子力発電所）の事故の調査・分析から得られた知見から、（原子炉建屋の）下層階に

水素が滞留する可能性が明らかになったというふうに考えておりまして、これまでの新規

制基準対応の中でも、数多くの安全対策を施してきましたけども、水素防護対策に対して

はですね。今現在としては水素防護に係る、水素爆発に係る可能性は極めて低いというふ

うに考えてはいますけども、更なるリスク低減ということで、下層階への水素滞留への対

応ということに関して検討することとしまして、アクションプランをつくっております。

これは大きく分けて短期的対応と、あと中長期的対応ということに分けることができます。 

短期的対応に関しましては、下の①、②のところに当たるものでして、今回御報告する

ものが、この①、②のところに書かれているものになります。パーツとしては三つありま

して、①のところで一つ、②のところで二つあります。 

①のところは、水素滞留防止対策の比較検討を今まで、昨年中、行ってきました。今ま

でHVAC（常用換気空調系）を新たに導入するか否かといったところで、これまでのSGTS

（非常用ガス処理系）であるとか、ブローアウトパネルであるとか、フィルターベントで
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あるとか、そういった水素の滞留防止に関わるような対策全般を比較、検討してきました。

それに基づいて優先順位であるとか導入条件、そういったもの、あと懸念事項、そういっ

たことを検討してきておりまして、これを事業者のAMG（アクシデントマネジメントガイ

ドライン）等改定に資するAMG改定ガイドラインというものをATENAのほうでくりました。

このガイドラインを前提として、短期間で対応可能なことを可能とするために、まずは既

存設備を現設計のまま活用するということを前提といたしました。 

加えて、②なんですけども、これから、中長期的対応としては、具体的に現場にどうい

う対策を施すかといったことを考えていくわけですけど、その前段として、現場の状況を

まずは把握しようという試みをしました。 

それがａ）ですが、実プラントにおいてプラントウォークダウンを行いまして、水素滞

留の可能性がある箇所というものをどういう箇所があるのかなというところを選定いたし

ました。ｂ）ですが、下層階の水素滞留防止に寄与する機器、主に今回新たに導入するか

否かということを考えておりますHVACなんですが、HVACに関して、実プラントでの風量測

定等を行いましたと、この三つに関して今回御報告するものでございます。 

5ページ目になります。中長期対応としましては、これらの結果に基づいて、そこの2行

目になりますが、建屋内の風速測定の要否検討であるとか、あと水素滞留・拡散挙動の解

析ですね、水素がどういう挙動するのかというような解析をしていくと。それでもって設

備を実際に改造するのか否かと、そういったような検討も行いますと。その結果に基づい

て、最後は下層階の防護対策というものを具体的にどうやっていくのかと、そういったこ

とに反映していきたいと思っています。 

それに伴いまして、今回、AMGの改定ガイドライン初版というものを出しましたが、こ

この中長期対応において、いろんな検討を行っていく中で、またこのAMGの改定ガイドラ

インというものを改訂して、より肉付けをして、より強固なものにしていくと。そういっ

た意味で、改定ガイドラインの改訂版というものを必要に応じて出していくと、そういっ

たことを考えております。 

（3）なんですけども、とは言いながらも、アクションプランのちょっと見直しをさせ

ていただきたいなと思っています。アクションプランに関しましては、今回、4ページに

書いてあります①と②、aとbの三つをやったんですが、①に関しましては、3月末の時点

で、ATENAの開催するステアリング会議というところの中で、ガイドラインというものの

位置づけを議論した際に、後でちょっと御報告をいたしますが、そこに書いてある、HVAC
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を必要に応じて今回活用しようということで考えていて、どういう手順でやっていくのか

とかというものを考えていたんですが、やっぱり、HVACの電源確保というところは、これ

後で御説明しますが、HVACは基本的に常用電源なので、シビアアクシデントの際に、これ

がないことのほうが多分ほとんどであろうということで、大方の場合は非常用電源から常

用につなぎ込むと、そういう作業ができないと、HVACは活かすことができないということ

なので、ここに関しては、これまでも、あまり例のないことなので、この辺に関してはし

っかりと、これのつなぎ込んじゃいけないような条件であるとか、あと使用するときの悪

影響みたいなもの、リスクをしっかりと再度、追加的に検討しなさいと、そういうコメン

トがございまして、それに伴いまして影響リスクであるとか留意事項、そういったもの、

あと対処策みたいなものを検討しました。 

加えて、海外での状況も確認しなさいというようなコメントがございまして、その結果

ですね、（令和5年）3月末にこのAMGの改定ガイドラインを発刊するつもりでやったんです

けども、実際問題は6月13日に見直しを行ったということで、6月中旬にアクションプラン

を変更しましたということでございます。 

この見直しに当たっては、当然その検討を十分行うということと、あと最短期間にそれ

をしたいということでして、ATENAの中でワーキンググループ、この水素対策のみならず、

1Fの知見、得られた知見に関して検討するワーキンググループをつくっているんですけど

も、そこのところで、通常の会議のみならず、追加的にちょっと別の打合せを持ちまして、

集中的に議論を行ったというところです。通常このワーキングは週1で行っているんです

が、それに加えて議論を行ったというところでございます。それによって、先ほど申しま

した影響だとかリスク、そういった留意事項、そういったものを追加的に検討したという

ことでございます。 

これによって後工程への影響なんですけども、実際にはこれがシリーズで行われていけ

ば、工程が遅れるということになりますが、後でちょっと説明しますが、同時並行的に、

大方の情報は引き継がれるというか、最終的な成果物となるということをもくろんで、同

時並行的に各社の検討は進めていただいておりまして、それを並行的に行うことによって、

特段、工程への影響はないということで、再稼働前には反映可能であると、そういったよ

うな状況であります。 

具体的にはちょっと6ページ目を御覧いただきたいんですが、1番と2ポツの（1）のとこ

ろです。ちょっと見にくくて大変恐縮なんですが、短期的な対策はオレンジのところで、
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中長期的な対策は青なんですけども、赤で、ちょうど1ポツと2ポツの（1）の2023年度の

上期のところで、ちょっと赤いバーが2本ばかり伸びているんですが、ここの2本をちょっ

と変更させていただいたということでございます。 

続きまして、8ページ目になります。今度3番の議題になります。AMG改定ガイドライン

の策定ということで、これは先ほど申し上げましたとおり、目的としましては、各BWR

（沸騰水型軽水炉）事業者のAMGを改定すると。主に今回はHVACをどういうふうに取り入

れるのか、それとも取り入れないのかと、そういったことを含んだガイドラインというも

のを作成しましたということでございます。 

やったことは、成果と書いてありますが、ガイドラインを作成しました。ATENA発刊の

ガイドラインを作成しましたということと、あとAMGのひな形、そういったものを作成し

ましたということです。 

9ページ目ですけども、ガイドラインの構成です。今回、（資料）4-2に資料はつけてお

りますが、ここでまとめてちょっと御説明したいなと思っています。 

1番は序章ということで、2番が、今回ちょっとHVACを入れるか入れないかとそういった

観点ですので、HVACを他の機と比べて、どういった関係性があるのか、どういった長短、

特質があるのかと、そういったような比較表を作りましたと。比較をしたい特徴を整理し

たというのが2.1です。2.2が優先順位の考え方とその対策の導入条件と、そういったこと

を考えている。3番目に、これがATENAから各事業者、BWR事業者ですけども、に対する安

全対策の指示事項ということで、この3番のことをやってくださいと、そういうお願いを

したというものであります。下は例ですので、ちょっと飛ばさせていただきます。 

10ページですけども、これ以前にもお知らせしているというか、御報告させていただい

ている内容ですが、HVACを含めた水素防護対策の特徴の整理ということで、強制排出の

SGTS、HVACから始まって、自然排出のBOP、ブローアウトパネルとトップベント、あとPAR

（静的触媒式水素再結合装置）、あとフィルターベントと、この6種類について比較検討を

行っているというものです。 

排出機能がどうであるかとか、あと放射性物質の放出時の低減ができるのかどうか、フ

ィルターがあるのかないのか、あと高所で放出するのかとか、そういったことの記載があ

ると。 

あと電源の要否、ここがちょっと今回の肝になってきますけども、HVACのところを御覧

いただくと、電源は当然必要ですと。ただし、常用母線が今のところ必要ですと。という
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ことで、常用母線が必要、ある状態であると。そういうことがHVACの起動できる条件であ

ると、そういったこと。 

あとインターロックに関しては、HVACに関しては事故時、事故発生時には、L-3（原子

炉水位低）とかドライウェル圧力高とか、そういったものでSGTSに移行して、HVACは隔離

されて止まってしまいますので、そういったインターロックがありますということです。 

あと下層階への水素滞留への影響ということで、SGTSは下層階に（給排気口が）結構あ

るんですけども、大方はオペフロ（オペレーティングフロア）です。HVACは下層階にも給

（排）気口、各階にありますというようなことです。 

最後に留意事項、主に着火リスクなんですけども、着火リスクはどちらにしても、SGTS

にしても、HVACにしてもありますと。ただ、HVACのほうはこれ常用系なので、耐震Cクラ

スであるという、こういったところが大きな差であるかなと思っています。 

11ページ目ですけども、優先順位の考え方ということで、及び導入条件ということなん

ですけども、HVACは今申し上げましたとおり、水素の強制排出対策であると。ただし、先

ほど申し上げましたとおり、電源確保が必要であるということ。常用系が生きていれば問

題ないんですけども、非常用系から常用系につなぐという可能性が極めて高いと。あと隔

離のインターロックの解除が必要であると、そういったことが考えられます。 

加えて、あとHVACは常用系であり、耐震クラスがCクラスであると。そういったことで、

必ずしもシビアアクシデントのとき、地震起因なんかであると、やっぱり（健全性の）担

保がなかなか難しいかもしれないと、そういったことがあります。 

そういったことを考え合わせますと、必ず使うということがなかなか言えなくて、やっ

ぱり事故シーケンスを特定できないということであるとか、使用時期はなかなかちょっと

定められないかなということで、ちょっと明示的に優先順位は定めないことにしますと。 

ただ、定めないとは言いながらも、やはり排出能力というものに関しては非常に高いと

いうことがありまして、下のいろんな留意事項はありますということで、留意事項がこの

下に5ポツ書いてあります。それぞれ読みませんけども、一つ目は、電源を非常用から常

用につなぐ際の注意みたいなものが書いてあります。当然そこに健全性がないとなかなか、

健全でないとなかなかつなぎ込めないという、そういった問題点があると。 

2番目のポツは電源容量の話で、HVACって結構大きな電力を消費しますので、これ入れ

る際には、それなりの電源容量のキャパがないといけないと。加えて、ここにもちょっと

書いてありますけど、突入電流という問題があって、容量があっても、それだけでは十分



9 

ではなくて、突入電流も含めて用意されてないといけないと。そういったことも含めて書

いてあります。 

あと3番目が作業リソースということで、要員の問題です。要員の問題で、当然シビア

アクシデントはすごい厳しい環境下でやられていると思いますので、ほかにもやることは

いっぱいあると。そういうことの中で、ここにリソースをうまく割くことができるのかと

いうような問題があります。 

4番目が、作業環境、当然環境は非常に多分悪いという環境の中で、どういうふうにで

きるのか。あと放射性物質の放出みたいなものも考えなきゃいけませんと。 

最後に、5番目が着火リスクというところで、着火リスクがあるので、その辺もよく考

えなきゃいけない。 

ただ、何べんも申し上げますが、排気容量は、HVACは非常に大きいということという、

そこはすごいメリットではあるので、それを効かせて、生かせるんであれば、やっぱり生

かしたいという思いがあるので、いろんな留意事項はありますが、HVACは使えるんであれ

ば使いたいと、そういったことが最終的に結論でして、最後に鍵括弧で書いてありますけ

ども、最後は発電所の対策本部の本部長と書いてありますけども、必要に応じてその使用

を総合的に判断すると、そういった表記にして、使えるときには、それらの留意事項を考

えて使っていきましょうと、そういった結論にしております。 

12ページは、それらをまとめたものになります。 

13ページなんですけども、ここはほぼ重複している内容ではありますけども、我々

ATENAのほうから、各BWR事業者さんに安全対策のお願いをすると、そういった事項になり

ます。 

お願いしている事項は三つありまして、一つ目がAMGの改定になります。AMG自体の改定

です。アクシデントマネジメントガイドライン（AMG）自体を追記していただきたいとい

うことで、真ん中のところに書いてありますが、HVAC活用に当たっては、発電所の本部長

が、例えばSGTS運転中にもかかわらず、下層階の水素濃度が上昇しているとき等に、下に

書いてある留意事項、5つですけども、5つを勘案の上、必要に応じて、HVACを使用するか

否かを総合的に判断すると。ちょっと回りくどい言い方ではありますが、使えるんであれ

ば使いましょうと。そのときに留意事項がいろいろあるので、いろんなチェックをしなが

ら使ってねと、そういうようなお願いであります。 

bがその手順ですね。大きく手順、大きなものとしては二つあるんですけども、非常用
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から常用につなぎ込む手順ですね。外電（外部電源）が使えれば問題ないんで、この手順

は要りませんけども、外電がないことが非常に予想されるので、つなぎ込むための手順と

いうことが1個目です。2個目はインターロックを外す。自動隔離されて止まってしまいま

すので、HVACは。それを再起動させるためにインターロックを外すと、そういう手順にな

ります。cが注意すべき事項ということで、AMGのところにも、この5項目ぐらいは書いて

いただくということにしていますが、この5項目に関しては、先ほどの11ページを見てい

ただければ分かるとおり、書き下すとこのような形で、さらにもっと書き下すといっぱい

文字としては出てくるので、この辺のことをどういうふうに手順書に落とすかということ

で、各社で、この辺のところをしっかりと手順書の中に落とし込んでいただきたいという

ことで、こういったa,b,cの指示をお願いしているということころでございます。 

14ページなんですけども、今後、実績及び今後と言っていますが、ATENAに関しては（6

月）13日に、AMGに改定ガイドライン発刊しました。ホームページに公開してます。 

ATENAとしては、BWR事業者に対して、先ほども申し上げましたけども、安全対策を再稼

働前までに実施することを求めています。安全対策の実施計画を提出することを求めてい

ると、そういった状況です。これらは今、8月の下旬ぐらいをめどに提出を求めていると

いうところでして、それを回収し次第、ホームページに載せて、なおかつNRA（原子力規

制委員会）さんに連絡をすると、そういうことを考えております。 

最後のポツなんですけど、最後終わった段階では、ATENAは実施計画時期までに完了報

告を行っていただくと、各BWR事業者さんからですね。それを完了できない場合は、その

理由を付して報告いただくと。その状況に関しては、ATENAがNRAさんに報告をする、連絡

をすると、そういうことになります。 

これだけですとちょっとあれなので、やっぱり今回、新たにいろいろとつくらなければ

いけないものとか、多分、各事業者の中にも悩みがあるのであろうということがあります

ので、この4ポツ目のところで、また安全対策の実行段階においては、今ATENAのワーキン

ググループというのは毎週やっているんですけども、その枠組みを、枠組みというか、こ

のワーキングというのは、先ほど申し上げましたとおり、電力事業者とあとメーカーさん

が入っている、そういう枠組みですので、その中で、特にBWR事業者間でノウハウの問題

があるので、多分BWR事業者間になると思いますが、その中で適宜、進捗状況、このAMGの

改定状況であるとか、手順書の作成状況、そういったものを共有していくと。そこで、良

好事例とか、失敗事例、あと懸念事項、そんなものを共有していくと。これをやることに
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よって各社の、そこに出してくれた電力に関しては、それをいろんな意見を聞いてコメン

トを受けて、改善をするということにもなりますし、あと、その後からつくっていく電力

に関しては、それを参考によりよいものをつくっていくことができると、そういうことで、

こういう活動をしていきたいなと。ATENAとしては、こういう場を提供していきたいとい

うふうに考えています。 

その状況については、当面なんですけども、最低限なんですが、半期に1回、NRAさんに

連絡するということで、我々の活動としては随時やっていきますが、NRAさんには半期に1

回程度、最低限ですけども、御連絡すると、そういった形にしたいなと思っています。 

ちょっと話が長くなりますが、今度15ページ目で、二つ目の案件になります。プラント

ウォークダウンということで、目的は「水素が滞留する可能性がある箇所」を形状から特

定すると、そういったことになります。仮に水素が流れ込んできたときに、どういった形

状のところがたまるんでしょうねと、そういったことで、建屋の中でどういう形状のとこ

ろがあるとたまりやすいのかなと、そういうことで、その類型化に関して検討を行ったと

いうものです。 

16ページ目は、まずは標準手順書を作成しましたということで、これ以前も御報告して

いるとおりですけども、標準手順書を作りました。その後、ウォークダウンするんですけ

ども、各社それぞれ代表1プラントでやりましたと。今回その類型化というか、どういう

形のところにたまりやすいのかということの形を、何種類あるのかなというところを見極

めたいということが主眼でしたので、まずは代表1プラントかなと。 

対象は原子炉建屋で、オペフロ以外、全域としました。本来的には、水素がたまりやす

いとか水素が出てくるところとか、水素がたまりやすいというのはある程度シナリオとし

ては考えられ得るんですが、今回はそういうことは一切抜きで、オペフロ以外は全部見る

という形で、見ました。場合によっては現場確認に先立って、まず図面から確認すると。

まず図面確認して、それで現場に行くと。プラントによっては、現場がないところに関し

ては図面でとか、3DのCADでと右下に書いてありますけど、そういったもので見ていくと、

そういったことをしました。 

何度も申し上げているとおりで、仮に水素が流入したと仮定した場合に滞留する可能性

がある形状ということで、そういった箇所はどんな類型箇所があるのかなというところで

見ていったというところです。 

17ページ目ですが、ウォークダウンの手順書のフローになります。ウォークダウンのフ
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ローになります。まず、手順書を整備しまして、実際には事前の先行的な調査によって、

大体6類型ぐらいできるんじゃないか、そういった結果になっていました。それを実際に

ウォークダウンしてみて、もっと増えるのかどうか、もっとあるのかと、そういったとこ

ろを見に行ったと、そういったことになります。 

各社に関しては、2番になりますけども、プロット用の図面を準備したり、確認すべき

箇所を抽出したりしました。3番目に現場とかCADとか、そういったもので確認して、写真

を撮ったり、窪みの大きさを測定したりと、そういったことをしました。最終的に4番目

として、滞留する可能性のある箇所の類型化をしましたということになります。 

これとは別に、先ほど窪みの大きさって話もありましたけども、これからの今後の中長

期対応として、建屋の流動解析みたいなものをしますので、そういったときのインプット

データとして、水素漏えい箇所から近傍にある滞留可能箇所までの距離みたいなものも測

定などもしております。 

18ページ目になります。これはプラント名なので、各社、BWR各社、1プラント代表プラ

ントいうことで、あと表には6類型になりましたというところで、実際、今回はデッキプ

レートというやつは、あまり大きな窪みではないので、基本的には何ていうか、ウォーク

ダウンした結果の対象外にはしていますけども、6類型あるだろうということで、具体的

な写真でお示ししますと、19ページ目のところの下の写真になります。Aが、これがデッ

キプレートというところで、これ天井を見上げている写真になります。あと青ハッチング

と書いてあるところなんですけども、こういったところに水素がもし漏れ出てくれば、ど

っかから漏れ出てくれば、こういったところにたまるんじゃないかといったところ、青ハ

ッチング、ちょっと青に見えないかもしれませんけども、青ハッチングという形で示して

おります。 

次がBなんですけど、気体の移行を妨害する天井の出っ張りということで、Bが右下辺り

になります。これ、CRD（制御棒駆動機構）の補修室なんですけども、これ天井部分を見

ている写真になります。部屋の真ん中に出っ張りがありまして、その両側にたまりやすい

んじゃないかと。下のほうはまだ流れる可能性はあるかもしれないけど、上のほうにたま

る可能性があるんじゃないかと、そういったところで抽出しております。 

Cが、これが天井の躯体の窪みということで、19ページの右上になりますけども、これ

天井を見上げている写真になります。見上げている写真なので、周りでコンクリートの躯

体がありまして、そこの部分に水素がたまり得るような領域になるんじゃないのかという
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ことで、青ハッチングをしてます。 

Dですけども、今度、19ページの左下になります。これエアロック室のところなんです

けども、貫通孔がちょうど写真の真ん中ぐらいにありまして、その下側は貫通孔から抜け

ていくという可能性はある、高いと思うんですけども、上側にたまったものは抜けていく

のかという観点もあるので、この上側を、貫通孔よりも上側をたまり得るんじゃないかと

いう箇所じゃないかということで、こういった形もあるということで、Dにしております。 

Eですけども、これ横穴になりまして、壁とか天井等で区切られた横穴ということで、

これ部屋の天井付近の横穴になります。ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、こ

ういう領域で、ちょっと点線で囲っているんですけど、これは上からたまってくるんじゃ

ないかと、水素は。ということを想定して、こういった感じで、点線の部分まで上からた

まっていくんじゃないかということで、明確に実線で境目は書いていませんけども、こう

いったところにたまるんじゃないかということで、類型化の一つにしてます。 

Fは、これ階段室になります。階段室をちょうど見上げた図になります。見上げた図に

なりまして、これも上のほうからたまってくるのかなということで、点線でハッチングを

しているとそういったことになります。 

このような6類型が見つかりましたということで、先行的な調査でも6類型かなと思って

いたんですが、ウォークダウンした結果も、やっぱりこれ以外のものは見つからなかった

ということで、この6類型でこれから考えていけば、解析とかで考えていけばいいのかな

というふうに思っておりまして、その結果が20ページに書いてありまして、6類型にする

ことができたということです。これから、これらの結果の窪みの大きさだとかそういった

ものを解析のインプットとかに使っていくと、そういったことをしたいなと思っておりま

す。 

あと、これ、今回代表プラントということだったんですけど、代表プラント以外につい

てなんですけども、これはこれから建屋の流動解析もそうですし、最終的に水素防護対策

を施すという際に関しては、後段の検討の中で、必要に応じて現場を確認するということ

になります。 

21ページ、今度、風速等の測定、三つ目のアウトプットになります。 

21ページの目的のところですけども、今回、格納容器から水素漏えいポテンシャルの高

い部屋ということで、機器ハッチの部屋だとか、そういったところを中心に、あとその周

辺の小部屋であるものをチョイスしました。そのときに、先ほど申し上げたウォークダウ
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ンで確認された6類型、これに関しても含めた上で選定しております。そのときにHVACと

SGTSを走らせてみて、実風量測定をしてみようと、そういったものであります。 

次のページを御覧いただければと思います。22ページですけども、実際には、北陸電力

さんの志賀2号機で行わせていただきました。箇所数は13部屋ということで、さっき言っ

たような漏えいポテンシャルの高い部屋であるとか、ウォークダウンで見つかった6類型

が包絡できるような箇所数と、そういったことをやっております。 

測定条件はHVACのみの場合と、あとHVAC＋SGTS同時運転のときと。こういったところで、

今回風量測定というよりも、風量というよりも風速測定なので、風速を測定して、それで

風量を換算する、そんなようなことを考えて、実際にやったのは（令和5年）2月から3月

の頃ということで、5日間ぐらいやりました。 

23ページ目になりますけども、測定方法ですけども、一般的な風速計を用いて、計測範

囲が大体0.01m/s～30.0m/sぐらい。そういったものを使って風速を測定しました。主にダ

クトのところを測ってみたりと、そういったところで測っております。 

bの気流測定というのも実施しております。これは何かというと、aの風速計で、非常に

小さい値しか出てこないと。そういったものに関して、実際に流れが起こっているのかど

うかというのは、風速計だけで見ては分からないようなものもあるので、実際にミストを

発生し、純水ですね、水をミスト化して、それをカメラで撮って、それで計測すると、そ

ういったようなものもやっております。 

24ページ、25ページが大体その結果なんですけども、大体4つの結果が得られたかなと

思っています。 

24ページのｃの（a）のところですけども、まず風速測定自体が有効なのかどうかとい

うことで、部屋の流量を、そこに書いてありますとおり、測定点の断面積で除すると、大

体簡易的に測定点の風速というのが出てきます。計算上出てきますと。これと測定値を比

較することによって、実際に測定値が妥当なものかと、そういったものが分かると。結論

から言うと妥当でしたと、そういったことになります。 

（b）ですけども、天井付近の気流測定ということで、一番我々が得たい情報として、

浅い窪みであるとか深い窪みって、その結果、書いてありますけども、浅い窪みだったら

ば流れるんだろうけど、深い窪みだったら、ちょっと流れるのはどうなのかなと思ってい

ましたが、実際やってみると、20cmぐらいのギャップであると、このミスト化の流れが見

えると。ミストって大体水蒸気を発生させて、それを流しているだけなので、寿命は大体
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10秒ぐらいしかない代物でして、ゆっくり行っていると、いつの間にか消えちゃうという、

そういった代物なので、浅い窪みの場合ですと、天井のところに噴き出しても、そのまま

流れが天井の窪みを越えて流れていくという様子が10秒以内に見えるわけですけども、深

い窪みの場合ですと、なかなかそれを最後まで追うことができないと。ただ、流れは存在

していると、そういうことが確認できたということでございます。 

25ページ、3番目の結果としまして、この風速の弱い地点ですね、風速計で測ったとき

に弱いものに関して、これをミストによって、ちょっとやってみました。となると、先ほ

どみたいに、窪みのところの例なんかもあるんですけども、弱いところをやってみると揺

らいでいると。時間とともに風速とか、風の方向が揺らいで、不規則に変化していると。

そういうことで風の流れはあるんですが、揺らぎがある。どちらにしても風の流れはある

のかなということで、全くないと、そういったことではないということかなと思います。 

（d）ですけども、これSGTSによる影響確認ということで、今回、HVAC単独とHVAC＋

SGTSの同時運転ということでやったんですが、両方を比較してみると、ちょっと誤差範囲

内かなということで、比較の差はあるんですけども、ここに書いてある脈動の範囲内とい

うことで、大きくSGTSだけで、これだというようなところまでは、ちょっと導き出せなか

ったものというふうに思ってます。ですが、流れとしてはあるんだろうなと思っています。 

最後にまとめになります。今の申し上げた結果のまとめが26ページに書いてあります。

今申し上げた結果なので、そのとおりです。 

最後のeのところでして、結果の活用に関してなんですが、今回、平常時というか、シ

ビアアクシデントでもないようなときに当然やっていますので、なかなかこのシビアアク

シデントで比較するというのは、なかなか違うんだろうなということで、今回としては一

応、流量というか風速は出ているんですけど、シビアアクシデントのときはどうなんだろ

うということを考え合わせないと、これからいけないというふうに思っています。 

ですので、今回のデータも使いながら、今後はこのシビアアクシデントのときの水素の

流れみたいなものも推測していくということを検討に加えてやっていきたいなと思ってい

ます。 

27ページ目ですけども、これちょっと風速の例なんですけども、ここは風速なので、風

量ではないので、マスバランスとしては一致してないんですけども、大体、例えば左下の

エアロック室の吸気口で言うと、1m/sぐらいで、排気口であれば1.6（m/s）とか、そうい

った値が出ているという例でございます。 
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重要なのは、やっぱり真ん中の天井付近であっても、0.06（m/s）ぐらい出ているんで、

かなりの流量が出ているなと。これ天井付近なので、そこそこの流量である。右側の、

RHR（残留熱除去系）の弁室のほうですけども、これも給気口と排気口はもちろん2

（m/s）とか4（m/s）とか、かなりの風速が当然出ていますけども、天井であっても0.08

（m/s）とか、そこそこの流量が出ているということで、ちょっとマスバランス的には、

これ流量じゃなくて風速なので、プラマイゼロ、インプットとアウトプットは合いません

けども、風速としてはそれなりに出ているかなという例をお示ししたというものでござい

ます。 

28ページ目になりますけど、ここからが中長期（的対応）になります。 

28ページ目は、BOP等の検討ということで、これまでBOPの開放実験の結果が、どうやっ

たらいいのかということを模索していたという中で、まずはちょっとHVAC、SGTSでしてみ

ようと、そういうことから始まっておりますけども、このBOPの実験をどうやっていくの

かということで考えているというところです。 

実際としては、やっぱり有意義なデータを取りたいので、このSA（重大事故）時の環境

みたいなものをどうやって環境を再現するかとか、あとやっぱり、いきなり現場で実験す

るというようなものではないかなと思っていまして、やっぱり実験とか解析とかを組み合

わせて、まずはやってみるのかなとか、あと縮尺模型を作ってみるのかなとか、いろんな

ことを今模索して、最終的にどうするのかということを考えたいなというふうに思ってお

ります。 

そういった方法案が成立というか、大体決まったときには、NRAさんといろいろと相談

していかなきゃいけないのかなと思っています。 

29ページ目ですけど、これが解析と言われているやつで、水素（挙動）の解析をしてい

きますということで、先ほども申し上げたプラントウォークダウンで得られた、窪みの寸

法であるとか、あと流れの量であるとか、そういったものを使って類型化したものの中で、

いろいろと付近の流量であるとか、あと窪みのアスペクト比と呼んでいますけど、縦横比

ですね、縦横比を変えてみて、どうなるのかというようなことを解析的に評価していきた

いなというふうに思っています。最終的には、最後に書いてありますけど、原子炉建屋内

の全体解析なんかも実施していきたいなと思っています。 

30ページ目になります。これ下層階の（水素）防護対策検討ということで、これ最終、

5ポツで、（3）と書いてありますけど、これが最終的な我々の目標になります。（3）なの
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で、何か分かりにくいですけども、実際にこれ現場で、どういうふうに水素防護対策の具

現化を図るかという最終検討ということになります。 

その前に、実際には（4）にあるような設備改造を含めた検討なんかもしなければいけ

ないということで、これ着火リスクの低減はだめとか、先ほど言ったHVACは常用電源なの

で、これ電源をこのままにするのかとか、そういう話になってくると、DBA（設計基準事

故）とかSAの話も出てくると、そういう話です。 

5番目がこれらを取りまとめて、ガイドラインにまた、今回は初版でしたけども、改定

版を出していかなければいけないであろうという話が書いてあります。 

最後です。長くなりましたけど、最後になります。32ページ目で、今回、短期的対策と

いうことで、AMGの改定ガイドラインの作成、あとプラントウォークダウン、あと建屋内

の風量測定をいたしました。今後は、このガイドラインをつくりましたので、各事業者と

書いてありますけど、BWR事業者にて再稼働前までに、AMGの改定等を順次進めていくとい

うことであります。 

今後、今回得られました知見を基に、先ほど言いました解析であるとか、あと設備改造

をするか否かとか、そういった検討とかしまして、最終的な下層階の防護対策を検討して

まいりたいというふうに思っています。 

その後、その後というか、同時並行的にAMGの改定ガイドもまとめていきたいというこ

とで、最後ですけども、ATENAとしましては、こういったアクションプランに関しては、

随時知見が出てきますし、いろいろ検討していると、いろんな問題点も見えてきて、いろ

んなことも考えなきゃいけなくなってくるので、そういったところでアクションプランを

適宜見直していきたい。それで、とにかく水素防護対策をより更なる安全性向上のために

やっていきたいというふうに思っております。こういったものに関しては、ATENAのホー

ムページであるとか、公表するとともに、NRAさんにも御説明していくという姿勢でいる

ということでございます。 

私から以上です。長くなってすいませんでした。 

○大島部長 説明ありがとうございます。 

昨年12月ですね、意見聴取会合（令和4年12月27日 第3回東京電力福島第一原子力発電

所事故に関する知見の規制への取り入れに関する作業チーム事業者意見聴取会合）で説明

していただいていたアクションプランに基づいて、これまでATENAを中心に短期的な取組

ということで、AMGの改定ガイドラインの策定と、それからプラントのウォークダウン、
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それから風速測定ですかね、の結果について説明いただきましたし、今後の取組というこ

とで、中長期的な取組も含めて説明をしていただきました。 

じゃあ説明した内容について、順次質疑に入っていきたいと思いますので、規制庁のほ

うから順番に。 

○藤森調査官 原子炉規制庁の藤森です。 

それでは、まず5ページ目ですけれども、（3）のアクションプランの見直しについての部

分ですけれども、AMGの改定ガイドラインの発行の時期について、当初計画では2023年3月

末であったところ、6月中旬と計画が後ろ倒しになって、その理由について記載されてい

ますけれども、技術的な追加の検討が必要になったことと、加えて海外での実施状況確認

が必要になったということが記載されております。この技術的な追加の検討、あるいは海

外での実施状況の確認によって、どのような成果が得られて、どのようにAMGの改定ガイ

ドラインに反映されたのか、可能な範囲で構いませんので御説明いただけますでしょうか。 

○富田部長 ATENAの富田から御説明したいと思います。 

 今回の見直しになった事案としては2つありまして、御説明いただきましたとおりで、

まずはHVACを非常用電源から常用電源につなぎ込むときに、どういったことに気をつけな

ければいけないのか、どういったことに悪影響があるのかと、こういったことを検討しな

ければいけないと。というか、検討しないと、我々としても安全上よくないということで

ございまして、そういうコメントを受けて検討しました。 

 検討の体制としましては、我々、BWR事業者と、あとATENAのワーキングの中にはメーカ

ーさんもいらっしゃいますので、メーカーさんの御意見、まずはリスクはどういうリスク

があるのか、それで影響はどういう影響があるのか、それを留意事項として残すためには、

どういう留意事項を置いとけばいいのか。事前に何か対処すべき事項はあるのか。例えば、

あとは、その時点になって、SA時になってどういう確認をしたらいいのか。そういったこ

とを検討しました。 

 例としましては、例えば非常用電源から常用電源、接続するリスクとしては、ぱっと思

いつくこととしては、例えば地震時であれば、地震時のみならずだと思いますけれども、

短絡、地絡のリスクであるとか、あと電源の容量オーバーであるとかですね。先ほども申

し上げましたけど、突入電流みたいなものが考えられます。これらを健全性確認できない

とか、容量オーバーの状態でつなぎ込んでしまうと非常用母線全体が落ちてしまうと、そ

ういうことにもなりかねませんので、それに伴う電源容量をあらかじめ確認しておくだと
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か、突入電源はどれぐらいになるかというのを確認しておくだとか、あと負荷カットをど

うするのかとか、そういったことを準備していくと。これ、ちょっと一例ですけども、そ

ういったことを、このWG（ワーキンググループ）というか集まって、WGの中の、BWR電力

とメーカーの中で集まって議論をして、ノウハウをまとめていったということになります。 

 今回は、その中の一部をガイドラインの中で突入電流みたいなところで入れたりしてま

すが、多くの部分はそのノウハウをまとめた上で、実際には今回、（資料4－1の13ペー

ジ）a、b、cというふうに3つのことをATENAのほうからBWR事業者さんのほうにお願いする

ということにしておりますので、a、bのところはあまり変わらないかなと。bのところも、

つなぎ込むときの手順としては注意すべきところはあるので、そこに入るかもしれません

けど、bとかcのところに、こういったノウハウが注入されるというふうに考えています。 

 ですので、今回のガイドラインに反映したというようなものはあまり多くなくて、先ほ

どの突入電流とか、そういったところが反映されているというものであります。これが1

点目になります。 

 2点目の海外ベンチマークに関しましては、我々ATENAからいろいろとアクセスした結果、

米国の情報を取りにいったんですが、実際にはちょっとATENAとノウハウ関係が構築され

てなくて、実際問題、BWR電力さんから聞いていただいたということになります。我々も

ちょっとこれ、ノウハウ上、知らない情報になっていまして、この辺に関しては東北さん

に答えていただければと思います。 

○大友課長 東北電力の大友です。よろしいでしょうか。 

○大島部長 はい、どうぞ。 

○大友課長 今ほどありました、海外での実施状況の確認ということで、弊社のほうから

BWRのオーナーズグループを経由しまして、海外のプラントにて、どういった対応をされ

ているのかという問合せのほうをさせていただきました。 

 結論から申しますと、水素防護対策として、実際にHVACを使える場合には活用するとい

う方向性は、海外でも実施されているという確認は取りました。ただ、ちょっとあまり詳

しい話について、やはり守秘義務の関係上があるので、ちょっと詳しいことはお伝えでき

ませんが、方向性としてはHVACを活用するというところは、海外でも行われているという

のを確認してございます。 

 以上でございます。 

○藤森調査官 原子力規制庁、藤森です。 
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 詳細に御説明、ありがとうございます。よく理解いたしました。 

 今の同じページですけれども、今回、2か月程度ちょっとアクションプランに遅れが生

じたというところで、その辺のマネジメントやプロセスについて少し確認させていただき

たいんですけれども、今回、遅れることとなった背景としては、説明でもありましたが、

CNO（原子力部門の責任者）会議等で指摘を受けて、追加での検討に時間を要したという

ことと理解しておりますけれども、少しちょっと細かいですけど、このステアリング会議、

CNOが出席するステアリング会議での指摘というのは、いつの時点でなされたものとなる

んでしょうか。 

○富田部長 ATENA、富田になります。 

 （令和5年）4月の上旬ですね、7日でしょうかね。7日かな。4月の7日でいいんだっけ。 

 4月の上旬に、ATENAの会議は基本的に原子力部長級が出席する運営会議というものと、

それが3月31日に行われまして、その後にCNO級が出席するステアリング会議というものが

ありまして、そこで決議になるわけですけども、それが4月6日に開催されました。 

 これをもって、ここでコメントがございまして、それから2か月余り、ベンチマークが

ちょっとかなり時間を食って、なかなか返ってこなかったという状況もありますけども、

その中でガイドに関してもレビューを、ATENA内のレビュー、当然WGの中でのレビューを

かけて、ATENA内のレビューをかけて、最後、この運営会議、ステアリング会議と。ステ

アリング会議のところが決議機関なので、そこでそれが行われたのが6月の8日ですね。6

月8日にステアリング会議というものが行われて、そこで決議が行われたという流れにな

ります。 

 以上です。 

○藤森調査官 御説明ありがとうございます。 

 4月上旬辺りにステアリング会議で指摘があって、6月8日付で、さらに指摘を受けたAMG

ガイドの改定の改定案についてコミットをしたということで御説明があったかと思います

けれども。 

 今の御回答と、あと、先ほどの5ページ目での説明にもありますけれども、基本はより

よいガイド策定のため、CNO等からの指摘、関与があって遅れが生じたものであって、

ATENA-WGにおいても、その指摘を受けて、5ページ目に記載ありますけれども、その全体

工程に遅れが出ないように、遅れを最短期間とすべく集中的に討議を行ったことなど記載

していただいておりますけれども、ATENA-WGとステアリング会議で、基本は適切に進捗管
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理なりマネジメントがなされた結果であるというふうに認識はいたしました。 

 ただ一方で、アクションプランに遅れが生じるということは、4月上旬、さらには、も

うちょっと前から分かっていたということだとは思うんですけれども、ホームページで公

表されたのは大分後、多分昨日の時点でホームページが改定されて、見直されたアクショ

ンプランがホームページ上、公表されたという状況かと、私としては認識しておりますけ

れども、結局、遅れが生じることや、進捗状況について、これまでホームページ公表され

ずに、少しちょっと間が生じてしまっていた状況かというふうに思っています。 

 今回は遅れる理由が明らかで、そんなに遅れないという、そういう状況であったかとは

思うんですけれども、やはりもともとアクションプラン自体をホームページで公表してい

ただいていて、それを3月末までに短期的な取組は終わらせるということで公表していた

だきながら、完了時期の3月が過ぎても、なかなか結果とか進捗状況について、ホームペ

ージ上、公表されていなかったというところは、決して好ましい状況ではなかったのでは

ないかなと思っております。 

 結局、水素防護対策につきましては、前回の検討チーム（第3回東京電力福島第一原子

力発電所事故に関する知見の規制への取り入れに関する作業チーム事業者意見聴取会合）

でもお伝えしているところですが、規制委員会の指示でもありますけれども、自律的な取

組、計画的な取組を求めておりますので、最終的な結果の公表だけでなくて、そのプロセ

スの丁寧な説明によっても適切な取組がなされているかどうか確認できる部分もあるかと

思いますので、今回のようなアクションプランの遅れなど、取組全体に影響があるような

変更については、その改定のプロセスも含めて説明、ホームページでも説明の充実、丁寧

な説明について意識して取り組んでいただいて、引き続き、自律的、計画的に取り組んで

いただくようお願いできればと思います。 

 ちょっとコメントですが。この部分については以上です。 

○富田部長 ありがとうございます。ATENA、富田です。 

 おっしゃるとおりです。我々もちょっとホームページ自体が、前回の会合のとき、私の

ほうから（令和4年）12月27日の会合のときに、ホームページ、ちゃんと充実させますと

いう話をしていながら、遅々として、なかなか出来上がらないという状態が続いてしまい

まして、昨日ようやくというような話になっているので、その辺も重ねて謝らなければい

けないというふうに思っていますが、そういった反省は非常に強くあります。 

 ただ、一応今回、ホームページもそれなりにできましたので、ここの中で、これからア
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クションプランの変更であるとかそういったものも、いろいろな検討の中で、水素防護対

策、いろいろと考えなきゃいけないこともありますし、分からないこともあったりするの

で、紆余曲折することもあるので、アクションプランの変更というのは十分起こり得るも

のだと思っていますので、そういったものをしっかりと公表して、分かるというか、何て

いうんですかね、我々がやっている姿というものを、今の状況、分かるようにしっかりと

していきたいなということでございます。どうもありがとうございました。 

○大島部長 ほかにありますか。 

○皆川主任審査官 実用炉審査部門の皆川です。 

 パワーポイント、資料4-1の5ページで、今の質問に関連しているところなんですけれど

も、(3)のアクションプランの見直しについての1ポツ目のところで、HVAC使用による悪影

響を確認して、影響・リスク等についてのさらなる追加検討が必要になったということで、

このHVAC使用による悪影響ってどんなものですかという中のやり取りの中で、電源の話は

今、具体的に少し説明あったんですけれども、その他、このHVAC使用による悪影響として、

事業者がどんな項目を抽出して検討したのかというところをもう少し説明してください。 

○富田部長 ATENA、富田です。 

 まずですね、今ちょっと電源の話ばかりをしましたけども、どちらかというと、まずは

健全性をどう確認するのかと、そういった健全性はどうなのかと、そういったリスクもあ

りました。 

 あと、先ほどもいろいろな留意事項のところに書いてありますけども、作業員が、これ

賄いきれるのかとか、あと線量の話とかそういった話、作業環境の話みたいなものもリス

クとしてはあったと、そういったところです。 

 あと、先ほどのラッシュ電流（突入電流）みたいなところは、それはちょっと電源の話

なので置いておきまして、あと、HVACの吸い込み近傍の水素爆発の可能性みたいなものも

議論としてはあったと、そういった状況です。 

 あと、HVACの場合、フィルタという、HEPA（High Efficiency Particulate Air）フィ

ルタはついているんですけど、さっきの線量の話になりますけども、そういったものの中

で、このHEPAフィルタはついてはいますが、実効的に放射性物質を取り除くような、そう

いった代物ではないので、そういったことのリスクも出てきて、それに対する対処策、そ

ういったものを検討していったと、そういったことであります。 

 あとダクトが、これ設備的な方になりますけど、局所的に破損するとか閉塞するとか、
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そういう可能性もあるんじゃないのかと。当然、ダクトが閉塞をすると、通り風が取れな

いということもありますし、閉塞でなくて破損だったらば風量が不均一になると吸い込め

ない、あまり吸い込めないということになるかもしれないと。そういった影響はあります

けど、そういった状況なので、そういったときには基本的には破損とか閉塞とか、そうい

うことも考えなきゃいけないかなと。そういったリスクを用いながら、いろいろと検討を

進めてきたと、そういったことでございます。 

 以上です。 

○皆川主任審査官 実用炉審査部門の皆川です。 

 検討状況については分かりました。 

 その上で確認なんですけど、今の悪影響とかを検討した結果、使用において気をつけな

ければいけないというか、そういう項目が、例えばパワーポイントでいうと11ページの留

意事項として落とされていてと、そういうスキームになっているという理解で合っていま

すでしょうか。 

○富田部長 ATENAの富田です。 

 基本的にはそれで合っていますが、初めから、ここのところの5項目がゼロだったわけ

ではなくて、ある程度は書かれていた状態で、それをさらに検討することによって、これ

を継ぎ足していくというか、追記していったと、そういった形になります。 

 以上です。 

○皆川主任審査官 実用炉審査部門の皆川です。 

 状況、理解しました。 

 私からは以上です。 

○大島部長 ありがとうございます。ほかに何かございますか。 

 じゃあ、杉山委員。 

○杉山委員 規制委員の杉山です。 

 先週、現地調査として女川原子力発電所を見せていただいて、2号機に関して、ある種

のウォークダウンみたいなことをさせていただいて、この点、東北電力の皆さんに感謝い

たします。 

 個別具体的な話になってしまうかもしれないんですけど、例えばこの19ページなどで図

面があって、あれこれ下層階について具体的に検討されていると思うんですけども、実際

いろいろ見て、現時点でHVACを動かすとか、そういうための準備の前に具体的にできるこ
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とは、アクションでできることはないのかなということを東北電力の方とお話ししながら

いろいろ回って、水素が局所的にたまりそうなところというのは扉を開けておくとかとい

うことは可能だろうかなんてことを、いろいろお話ししながら現地を見せていただきまし

た。 

そのときに改めてちょっと思ったのが、今いろいろ検討している中で、トップヘッド

フランジからの漏えいに関して、原子炉ウェルの空間というのは、どのように考えていら

っしゃるのかなという疑問があります。 

HVACをうまく動かせたとして、このウェル内の空気が流れるような気がしないんです

ね。それに対しては、このガイドラインの中でもウェル注水の設備が整備されるというよ

うなことが言及されているんですけど、これは対策としては、やるという前提だというこ

とでよろしいんですかね。ウェル注水をすることによって、トップヘッドフランジからの

水素漏えいは基本的には止めるんだという、そういう前提かどうかという点です。 

○富田部長 ATENA、富田ですけども、東北の大友さん、分かりますか。 

○大友課長 東北電力の大友でございます。 

 それは実施する方向で検討を進めておりますが。 

 はい、以上です。 

○杉山委員 ありがとうございます。 

 この辺、すごく心配しているかというと、そもそも心配すべき箇所なのかどうかも、あ

まりはっきりとは実感を持っておりません。というのは例えば、今そちらで行う解析にお

いて、水蒸気やほかのFP（核分裂生成物）、あるいは初期に入っていた窒素とかと一緒に

水素がウェルに出たときに、水蒸気凝縮などによって、そのとき、比較的短い時間といえ

ども、その可燃域に到達するのか、あるいはそういった窒素とかが一緒に出ていくときに、

もともと原子炉ウェル内にあった空気を押し出すことで、評価してみれば、基本的には可

燃域に至ることはそもそもないのか。そういったところも含めて御確認いただいた結果を、

今後、もし可能であれば見せていただきたいなと思っております。 

 対策を講じることで、そのリスクは大分減らせるということは承知しておりますけど、

そもそもどのくらい心配すべき箇所なのかということについて知りたいなと思っておりま

す。 

○富田部長 ATENA、富田です。 

○大島部長 何かコメントありますか。 
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○富田部長 ATENAの富田です。 

 承知しました。はい。 

○大島部長 ありがとうございます。 

 ほかに。じゃあ、藤森さん。 

○藤森調査官 規制庁、藤森です。 

 そうしましたら、続きまして14ページ目ですけれども、3.ガイドラインの策定で、その

中の4つ目のポツのところでございます。 

 「安全対策の実行段階においては」で始まっているところでございますけれども、ここ

にATENAとしての役割的な記載があると思いますけれども、ATENA-WGの枠組みを活用して

「BWR事業者間等で適宜、進捗状況の共有、実行時における良好事例・失敗事例、懸念事

項等の共有を行い、各社の改善等につなげていく」と。「ATENAは、その状況について」、

ここはちょっといいか。ちょっとすみません。「各社の改善等につなげていく」という記

載がございまして、この記載自身、水素防護対策の自律的な取組としては、このような取

組は非常に有効ではないかと我々としても考えているところです。 

 ちょっと念のための確認になりますけれども、ここに明示的に記載はないんですが、策

定したこのAMG改定ガイドラインについて、この各社からの良好事例なり失敗事例なり懸

念事項等を踏まえて、当然、ATENA-WGのこの枠組みによって、ガイドの再改定についても

検討されるという理解でよろしいでしょうか。 

○富田部長 ATENA、富田です。 

 そのとおりです。我々としては今までの検討の中で、ある程度の検討はして、リスクと

か抽出してやったつもりではいます。 

 ただ、実際やってみるとフィードバックでするべき要素とか、さらによくする要素とい

うものは出てくる可能性は十分にありますので、そういうものが出てきた際には、ガイド

のほうにしっかり落とし込むということをしたいと思いますし、その状況についてはNRA

さんにも御連絡していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○藤森調査官 規制庁、藤森です。 

 ありがとうございます。単に計画を出させて終わりということではなくて、このATENA-

WGなどの枠組みを活用していただいて、記載していただいているとおり、事業者間と連携

して、情報共有やさらなる改善等につなげていただくなど、引き続き、自律的な活動につ
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いて期待しております。 

 ちなみに、ここの14ページ目の4ポツのところの書き出しが「安全対策の実行段階にお

いては」で始まっているんですけれども、アクションプランにおけるほかの中長期的な取

組についても、ATENA-WGが主体となっている、実施主体となっている項目、幾つかあると

思うんですけれども、その項目についても同様な考え方で、このATENA-WGの枠組みの活用、

あるいは取組が有効であって、有効に活用できるんじゃないかと思っておりますけれども、

その点についてATENAとしての認識はいかがでしょうか。 

○富田部長 ATENA、富田です。 

 そのとおりだと思っています。ATENA-WGと言っていますけど、いろんな英知が、電力会

社さんのそれぞれの英知が集まっているところですし、メーカーさんもいらっしゃいます

ので、そういったところで英知を出し合って、この水素防護対策という新しい、さらなる

安全性向上のために英知を絞っていきたいというふうな意味合いで、いろんなところで使

っていきたいなと思っています。 

 以上です。 

○藤森調査官 ありがとうございます。 

 そうしましたら、続きまして同じページですけれども、今回、ATENAとしてAMG、この改

定ガイドラインを策定して、各事業者はこのガイドに従って、再稼働までに安全対策の実

施をすると。AMGの改定や手順の整備等を行うということと理解しておりますけれども、

この手順の整備等というのは、どこまでの範囲を指しているのでしょうか。 

 質問の趣旨といたしましては、説明にもありましたけれども、結局HVACを手順に組み込

んだ場合でも、いろんな留意事項があって、発電所の本部の本部長は実際の事故の状況を

踏まえて、総合的、臨機応変にHVACの使用を判断するということだと思いますけれども、

実際、本当に使用できるかどうか、手順書に入れるだけではなくて、実効性を高めるため

には、ある程度、やはり訓練なども必要になってくるんではないかと予想をいたしますけ

れども、この再稼働までに訓練も含めて実施するのかどうか、ATENAとしてどこまで考え

ているのか、その考え方についてお聞かせいただけますでしょうか。 

○富田部長 ATENA、富田です。 

 東京電力さん、お答えお願いできますか。 

○水野課長 東京電力、水野でございます。 

 訓練についてですけれども、まず、例えば、まずは結論から申し上げますと、濃淡に応
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じて、少し考えていきたいと思ってます。 

 今回、インターロックの解除とかといいますのは、運転員の通常のジャンパとかリフト

の延長上であるので、ふだんからある程度の作業はできているかなと思っています。HVAC

を起動する中において、例えば特殊な操作というところがあるのであれば、少しそこは通

常とは違うところがありますので、重点的にやっていくという形で、少し操作に応じた、

濃淡に応じた作業、教育というところを考えています。 

 以上でございます。 

○藤森調査官 規制庁、藤森です。 

 ありがとうございます。基本、訓練に組み込むよう検討いただいているということで、

ほかの電力さんも、そういうことでよろしいでしょうか。一応、確認ですが。 

○富田部長 原電さん、いかがですか。 

○大島部長 はい、どうぞ。 

○山中グループマネージャー 日本原子力発電の山中です。 

 先ほど、東京電力さん、おっしゃられたとおり、まず今回重要なところというのは、電

源の供給のためのインターロックの解除、それからHVACの隔離の解除と、そこの辺りをや

っていくということができれば、あとはHVACを起動するというのは通常の切替え操作等で

やっていますので、その辺りは特に訓練ということは必要ないと思っているんですけども。

まさにそういうインターロックを解除するに当たって、どの部分をジャンパーリフトする

かとか、現場はどこでやるかとか、そういったところはやっぱり教育、訓練が必要だと思

っていますので、訓練というよりも、どっちかというと机上教育とか、そういったところ

に重点を置いて、知識をしっかり植え付けるというか、向上させていくということが重要

だというふうに理解しています。 

 以上です。 

○藤森調査官 規制庁、藤森です。 

 ありがとうございます。机上の空論にならぬよう、ぜひ、実効性を高めるような取組を

していっていただければというふうに思います。 

 その際には、先ほども申しまして繰り返しになりますが、ATENA-WG等の枠組みを活用し

て、情報共有や連携というのが有効かと思いますので、手順なりの実効性の向上に取り組

んでいただければというふうに思います。 

 この部分については以上です。 
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○富田部長 ATENA、富田です。 

 どうもありがとうございます。先ほどのATENA-WGの枠組みという中には、ここには明示

的には書いておりませんが、AMGの改定であるとか手順書の組み込みとか、今もおっしゃ

っていただきました教育なり訓練、実効的に最後できるようになっているかどうかと、そ

ういったような取組、そういったところの取組なんかも共有して、各社のスキルアップと

いうか、そういったことにつなげていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○森下審議官 規制庁の森下です。 

 今の議論に関連してですけれども、継続的な改善の観点から、今、話が出ましたATENA-

WGの枠組みというのはとても大事だと思いますし、この後、私としては活動を期待したい

と思っているとこであります。 

 それで、その際にインプットとして使う情報というんでしょうか、その観点からちょっ

とコメントといいますか、提案ですけれども、今回そちらで、事業者側でされたように海

外の調査、それからも新しい知見というのが手に入ると思いますし、それから規制委員会

のほうでも、1Fの事故分析のほうで水素の滞留とか、そういうものについても調査をし続

けているという動きがありますので、現場からの改善の提案なり情報も大事ですけれども、

あわせてそういう外部の、海外であるとか規制当局のそのほかの動きの情報もぜひ、WGの

枠組みのほうにインプットしてもらって、継続的改善にぜひ取り組んでいただきたいとい

いますか、向上させていただきたいと思います。 

 以上、コメントです。 

○富田部長 ATENA、富田です。 

 どうもありがとうございます。特に規制庁さんでやっていらっしゃる1Fの事故分析調査

の検討結果とか検討状況につきましては、昨今のRCW（原子炉補機冷却系）配管、1F-1

（1F 1号炉）のRCW配管の話もありましたし、インプットして、我々として何ができるの

かということをインプットしております。それで、インプットして何をやっていくべきな

のかということも考えたりしているという状況ですので、我々、そういったところも取り

入れているということで、今おっしゃっていただいたように、いろんなところの情報を取

り入れて、継続的にとにかく改善させていくと、安全性を向上させていく方向で、さらな

る努力をしていきたいなと思っております。 

 以上です。 
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○大島部長 ありがとうございます。 

 ほかに何かございませんか。 

○藤森調査官 すみません。続けて、規制庁、藤森ですけれども。 

 次は、プラントウォークダウンについて、少し確認させていただきたいんですけれども、

18ページ目にプラントウォークダウンを実施したプラントとしてプラント名が掲載されて

おりますけれども、基本、各事業者一つずつは実施しているということかと思いますけれ

ども、これらプラントを選定した理由と、この選定されたプラントで代表性が確保されて

いるのかどうかの観点で説明をお願いできますでしょうか。 

○富田部長 ATENA、富田です。 

 中国電力さん、お願いします。 

○村上グループマネージャー 中国電力、村上です。 

 代表プラントにつきましては、基本、（新規制基準適合に係る設置変更許可を）申請し

ているプラントは、申請を行っているプラントでございまして、その他の申請を行ってな

いプラントにつきましては、その事業者が選んだプラントになっております。 

 代表性というお話がありましたけども、この6つの形状に関しては大体6プラント、各社

1プラント見れば、ほぼ網羅できているんではないかというふうに考えているところであ

ります。 

 中国電力から以上です。 

○藤森調査官 ありがとうございます。 

 そうしますと、あまりプラントウォークダウンの実施結果については、各プラントの実

施結果を比較してみても何か特徴的なものがあるわけではなくて、ここで示していただい

ているような6つの類型で類型化されるもので、例えば、たまりそうな箇所が非常に多い

プラントがあったとか、そういうこともなく、この6つで類型化されるという理解でよろ

しいでしょうか。 

○村上グループマネージャー 中国電力、村上でございます。 

 おっしゃるとおりで、ほぼほぼ箇所数についても、各社同じような数値でございまして、

形状につきましても、この6つ以外に特殊な形状というのはございませんでした。 

 以上です。 

○藤森調査官 原子力規制庁、藤森です。 

 ありがとうございます。20ページ目、代表プラント以外のプラントについてのプラント
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ウォークダウンについてですが、20ページ目に記載があって、説明でもありましたが、今

後のその後段の検討の中で「必要に応じ現場確認を実施する」という記載になってござい

ますが、この「必要に応じ」というのは、どういう場合を想定しているものでしょうか。 

○村上グループマネージャー 引き続き、中国電力の村上がお答えします。 

 今、建屋流動解析のほうでは、あるモデルプラントをインプットデータとして解析を行

う予定としておりますけども、その他、今回の得られたデータですね、窪みの形状とかか

ら水素が漏えいする箇所からの脅威とか、そこら辺をパラメータとして与えて、そのパラ

メータが効くかどうかみたいなことも含めて建屋流動解析を行っています。 

 もし、そこの値が効くとなれば、代表プラント以外のプラントについても、そこのデー

タを収集して、個社で解析を行う必要がありますので、その場合は現場確認を行って、デ

ータとか収集する必要があるというふうに考えております。ですので「必要に応じ」とい

う記載をしているところでございます。 

 以上です。 

○藤森調査官 原子力規制庁、藤森です。 

 確認ですが、そうするとプラントウォークダウンをしなくても、大体のところは設計図

面なりで解析評価、後段で行う解析評価で使うようなデータは得られる見通しが、今回の

ウォークダウンの結果で得られたので、基本はやる必要ないけれども、影響が大きそうな

ところについてはやる可能性があるということでしょうか。 

○村上グループマネージャー はい、基本的にはおっしゃるとおりです。 

 ただ、個社評価になりますと、また、今回のデータとは限らずに、データ採取とかとい

うことが必要になってくるかもございません。そこら辺ちょっとまだ解析等、進んでない

ところがありますので、現段階では、なかなか御説明することはできませんけども、そう

いうデータがあれば、今後、現場確認を行ってデータの収集していくということになると

考えております。 

 以上です。 

○藤森調査官 分かりました。ありがとうございます。 

 この点については以上です。 

○大島部長 ありがとうございます。 

 何かウォークダウン関係で追加はありますか。ないですかね。 

 じゃあ、ほかの話題で。いいですよ、はい。 
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○藤森調査官 続きまして、原子力規制庁、藤森です。 

 続きまして、実機による風速等の測定のほうのパートで確認させてください。 

 22ページ目で、代表プラントとして今回は志賀2号機を選ばれたということですけれど

も、この志賀2号を選定された理由について、まず、お伺いできますでしょうか。 

○富田部長 ATENA、富田ですけども。 

 この風量関係で、サブWGの主査をやっている北陸さん、お願いします。 

○坂口統括 北陸電力の坂口です。よろしいでしょうか。 

○大島部長 はい、どうぞ。 

○坂口統括 志賀2号機で実測の風量測定、実機による風量測定を行った理由ですけれど

も、まず、プラントウォークダウンを行ったプラントを選ぶということ。それと、そのプ

ラントウォークダウンを行ったプラントのうちでも、現場の工事が比較的少ないもので、

現場に足場等、風の流れの阻害するようなものが少ないところを選んだということで、志

賀2号機をやったことになってます。 

 以上です。 

○藤森調査官 ありがとうございます。 

 続いて測定箇所のほうですけれども、今回13か所としておりますけれども、一応、その

水素漏えいポテンシャルが高い部屋、5部屋を含む13部屋を確認したとしていますが、こ

の辺の考え方について、もう少し、ちょっと補足いただけますでしょうか。 

○坂口統括 北陸電力の坂口です。 

 御質問のあった13か所の選定理由なんですけれども、記載がありますとおり、まず、漏

えいポテンシャルが高い部屋を5部屋選んでおります。その部屋にグレーチング等で接し

ている部屋、1部屋ありますのと、あとプラントウォークダウンの結果で、先ほど類型化

しましたけれども、その類型化を全て網羅するということで3か所選んでおりまして、最

後にデータが取りやすいという箇所、4か所を加えまして13か所としております。 

 以上です。 

○藤森調査官 ありがとうございます。理解いたしました。 

 今回のこの実機による風速等の測定ですが、測定条件のところに記載があるとおり、

HVACの運転時とHVACとSGTS両方を運転したときと、この2パターンでやられておりますけ

れども、SGTSの単独運転を実施しなかった理由について、御教示いただけますでしょうか。 

○坂口統括 北陸電力の坂口です。 
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 SGTSの単独運転を行わなかった理由なんですけども、この実施時期が、先ほど言いまし

た2月末から3月ということで、比較的結露が発生しやすい時期ということで、HVACを停止

してSGTSだけにしますと結露が発生するおそれがあるということで、見送ったものであり

ます。 

 この実施につきましては、今後、実機の風量測定の結果をブローアウトパネル解放の実

験を行うかどうかとか、あとシビアアクシデントの環境に、どうやって類推していくかと

いう検討に使いますので、その検討に必要かどうかを含めて、その検討の中で、SGTS単独

の運転の実施の可否を検討していきたいと、検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○藤森調査官 原子力規制庁、藤森です。 

 単独運転でやるかどうか、今後検討だということで理解いたしましたが、やはりSGTSに

ついてはHVACと比べると風量も小さいですし、下層階での滞留ということを考えると、

SGTSを運転した場合の状況も、やはり考慮が必要なのかなというふうには思っております

が、ただ、御説明あったとおり、SA環境時をどう模擬できるか、シミュレーションにどう

つなげられるか、どういうデータが得られるかというところも大事なポイントになってく

るかと思いますので、引き続き御検討のほど、実施の可否についても引き続き検討のほど、

していただければと思います。 

 以上です。 

○坂口統括 北陸電力の坂口です。 

 御意見、承知しました。 

○大島部長 ありがとうございます。 

 ほかに何かございませんか。 

○皆川主任審査官 実用炉審査部門の皆川です。 

 パワーポイント（資料4－1）の25ページで、これも先ほどの説明と関連あるんですけど、

(d)でSTGS運転による影響確認ということで、今回、HVACのみの場合と、HVAC＋SGTS運転

時の場合で比較しましたということなんですけども、すみません、ちょっと分かりづらか

ったので確認なんですけど、この(d)の試験のそもそもの目的を確認してもよいでしょう

か。 

○坂口統括 北陸電力の坂口です。 

 先ほどから御指摘のとおり、SGTSを動かしたらどのくらいの影響があるかということを
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確認したいと思いまして、これを実施したものですが、先ほど申したとおり、結露が考え

られますので、HVACの運転時と、HVAC＋SGTS運転時を比較することによって類推できない

かと考えたものであります。 

 以上です。 

○皆川主任審査官 実用炉審査部門、皆川です。 

 状況は分かりました。SA環境を考えると、HVACを改造しない場合だと基本は空調なし、

もしくはSGTS単独運転という状況のほうが多いと思っていますので、そういう意味で、今

後検討の中でSGTS単独運転みたいな話も先ほどしてたので、それは引き続き検討いただき

たいなというふうに思いましたという話と、あともう一つ、この(d)の確認結果のその確

認の内容から結局何が分かったのかというところを確認したいんですけど、これはあれで

すかね、オペフロ以外のところだと、SGTSを回したとしても排気は難しいということを確

認したってことなんでしょうか。 

○坂口統括 北陸電力の坂口です。 

 ここに排気が難しいということまで、はっきり分かったわけではありません。 

 ですが、若干の変動があるということで、全体の流れには影響があるんでしょうけれど

も、結論としてHVACの風量が大きいですので、その風量に対して十分小さかったので確認

は取れなかったという結論であります。 

○皆川主任審査官 皆川です。 

 分かりました。今の測定条件での試験結果ですと、現状、ここに書かれているところま

でしか分からなかったということで、はい、理解しました。 

○坂口統括 北陸電力の坂口です。 

 そのとおりでございます。 

○杉山委員 規制委員の杉山です。 

 今のこの試験に関して、ちょっと確認させていただきたいんですけども、今、オペフロ

と、その下層階をつなげるために、何ていうんでしったっけ、大物荷揚げ口というんです

か。あそこのところは、運転中は開けておくという運用になる、既に申請いただいたとこ

ろの説明だと、そうなっていると認識しておりまして、今回のこのHVAC及びHVAC＋SGTSの

運転をしたときには、同様に、あそこの荷揚げのところの蓋を開けた状態という認識でよ

ろしいでしょうか。 

○坂口統括 北陸電力の坂口です。 
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 委員のおっしゃるとおり、開いた状態で測定をしております。 

○杉山委員 ありがとうございます。 

 そのときに両方、いや、HVACだけ運転したときに、オペフロの空気というのは少しでも

動くもんなんですかね。流れが生じるものなんですかね。 

○坂口統括 北陸電力の坂口です。 

今回の測定で分かった事実だけを申し上げますと、結局、風量を測定していますのは、

手の届く範囲の風量計で測定していますので、手の届く範囲であれば風量は確認できまし

たけれども、オペフロの高い位置の風量については、まだ確認できていないという事実で

ございます。 

○杉山委員 オペフロの、手で持って届く範囲は一応測られたということなんですか。 

○坂口統括 北陸の坂口です。 

 はい。手で持って測れる範囲は測った結果、数値は出てました。 

○杉山委員 分かりました。ありがとうございます。 

○大島部長 ありがとうございます。 

 ほかに、関連しているところで質問ございませんか。 

 はい、どうぞ。 

○森下審議官 すみません。20ページのウォークダウンにちょっと戻ってしまうんですけ

ど、すみません。少し気になっているのが、水素が滞留する可能性がある場所の調査で、

漏れが出ないかという観点から、先ほど、藤森のほうからありました最後の「必要に応じ

現場確認を実施する」というところなんですけども、最後、やっぱりプラントごとに同じ

つくりじゃなくて違うところもあるかと思いますし、代表プラントで見たものとそれ以外

というものも、やっぱり最後、個別に違うつくりのところもあるかと思いますので、それ

がどれくらいあるのかは分かりませんけれども、そういう観点から、やはり滞留する可能

性があるところが見落としがないように、最後はプラント・バイ・プラントといいますか、

そういう姿勢を忘れずに、この評価をして、どういうところがたまりやすいかっていう評

価をしてもらいたいと思いました。 

 今、何かが抜けてるとか、そういう意味で言っているんではないんですけども、そうい

うことが起きないようにという意味でコメントしました。 

 以上です。 

○富田部長 ATENA、富田です。 
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 承知しました。基本的にはやっぱり、今回やっているのはプラントウォークダウンとい

う形を取って、類型化の箇所を探すと、そういう目的の下でやっているので、こういう形

になっていますけど、実態問題として、最後、現場に対策を施すというような段階になれ

ば、図面だけではなくて現場に行くということはあると思いますので、プラントウォーク

ダウンという言葉ではないかもしれませんけども、その現場を把握するという観点は、是

が非でもやらなきゃいけないことだと思っていますので、そういったことも考えて、これ

から進めていきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○大島部長 ありがとうございます。 

 ほかに何かございませんか。 

○藤森調査官 原子力規制庁、藤森です。 

 ホームページ、特設ホームページについて、先ほどちょっと議論になりましたけれども、

昨日時点で取りまとめた情報を発信する特設ページをつくっていただいて、それ自体には

非常に意義があるというふうに考えておりますけれども、ATENAとして、今のホームペー

ジの内容についての評価と、今後の計画、改善の計画等あれば、御説明いただきたいんで

すけれども。 

○富田部長 ATENA、富田です。 

 そうですね。まずは、ちょっとやらせていただいたということで、合格点はいただける

ぎりぎりかなというふうに考えております。 

 今後、今の状況がどうかなというのを、もう一回よく精査した上で、改善するかどうか

も含めて考えていきたいなというふうに思っております。 

 まずは、ちょっと公開することをちょっと目的にして、今回はちょっとまだ改善の余地

はあるかもしれませんが発信させていただいたと、そういったことでございます。 

 以上でございます。 

○藤森調査官 ありがとうございます。 

 まずは第一歩として、昨日公開していただいたというふうに認識しておりますけれども、

やはり自律的な取組の観点からも、適時適切な情報提供について、ホームページで丁寧な

説明に心がけていただければというふうに思いますので、引き続き、その点、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 
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○富田部長 ATENA、富田です。 

 そのとおりだと思います。基本的には、やっぱりそのタイミング、タイミングで情報公

開するということが、ATENA自体の透明性にもつながると思いますので、その辺に関して

は心してやっていきたいと思ってます。 

 以上です。 

○大島部長 ありがとうございます。 

 ほかに。短期的取組などでありますか。 

 ないようですけど、ほかに、あとは中長期の取組も説明されていますけど、そちらのほ

うで何かありますか。 

 いいですかね。 

 規制庁側からの質問は大体出尽くしたようですけれども、ATENA、または事業者のほう

から、何か補足、追加などございますか。 

○富田部長 ATENA、富田です。 

 ございません。これからもしっかりと自律的にやっていきたいと思います。 

 以上です。 

○大島部長 ありがとうございます。 

 それでは、本日予定をしていた議題については以上となりますけれども、ほかに何かあ

りますでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○藤森調査官 原子力規制庁、藤森です。 

 先週、6月14日の規制委員会（令和5年度第15回原子力規制委員会）におきまして、1F1

号炉の原子炉補機冷却系統の汚染に関する調査、分析から得られた知見について、規制基

準への反映の要否等の検討も含めて、規制上の取扱いについて、本検討チーム（東京電力

福島第一原子力発電所事故に関する知見の規制への取り入れに関する作業チーム）で検討

することが了承されたところでございます。 

 つきましては、委員会資料（令和5年度第15回原子力規制委員会資料2）にも記載がござ

いますけれども、格納容器下部の配管の配置ですとか、隔離弁の詳細な設計ですとか、あ

るいは新規制基準対応における格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却に関する要求への

対応等で講じている措置など、プラントごとの実態に関わります情報につきまして、整理

していただいて提供のほど、お願いできればと思っております。 
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 なお、対象プラントにつきましては、委員会資料にも少し記載はありますけれども、1F

プラントと廃止措置プラントを除いた全てのBWR、PWR（加圧水型軽水炉）プラントとなっ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 本件については、ATENA等との面談におきまして、事務局のほうから既に情報の整理、

提供を依頼しておりまして、既に準備を始めていただいているとは思いますけれども、

ATENAのほうで取りまとめのほど、改めてよろしくお願いできればと思います。 

○富田部長 はい。すみません。 

○藤森調査官 どうぞ。 

○大島部長 ATENAさん、発言どうぞ。 

○富田部長 ATENA、富田です。 

 どうもありがとうございます。先日も藤森さん等と、遠山課長等と面談（令和5年6月14

日の「水素防護対策等に係る電力事業者等との面談」）させていただきまして、この件に

関しては聞いておりますし、先ほども申し上げましたとおり、1Fの事故分析検討会のほう

でも、この話題は出てましたし、昨今の原子力規制委員会のほうでも話題になっておりま

したので、我々としては、このWGの中で事前に、（令和5年）5月ぐらいですかね、からち

ょっとサーベイをしておりました。 

 まず、今の状況をちょっと、この時間をお借りしてちょっとお伝えすると、PWRに関し

ては、今、原子炉下部のキャビティ内に同様な事象が懸念されるようなものが、CV（格納

容器）以外に通ずる配管はないということなので、特に問題ないかなと思ってます。 

 BWRのほうは対象をちょっと、今回御依頼いただいた廃炉以外のプラントと、そういっ

たことをいただいたんですが、我々のほうでは、新規制基準申請をしているプラントとい

うことで対象を定めてやっている状況なので、ちょっとミスマッチは、そこでは生じてま

すが、BWR-5のプラントに関しては、RCW配管に関してMark-I改であるとサンプがペデスタ

ルの外側に設置されているので影響はないかなと。 

 Mark-Ⅱのプラントに関しては、ペデスタル内にあるんですけれども、遮断弁をつけて

いるので、そういったことは確認しておりますと。 

 あと、ABWRプラントに関しましては、RCW配管に関しましては、自動隔離信号を有する

設計であるということも確認していると。 

 あと、それ以外の、RCW配管以外ですね。こういったものに関しても隔離弁設置要求の

ない配管に関しても、PCV（格納容器）の隔離弁以外の弁等が設置されているということ
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は確認しております。 

 この辺に関しましては先ほど、先週いただいた、NRAさんからいただいた調査依頼内容

に基づいて、今後調査して、3か月ぐらいを目途に調査をしまして、御報告したいなとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○藤森調査官 原子力規制庁、藤森です。 

 ありがとうございます。必要な情報についてしっかりと整理いただきまして提供いただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○大島部長 ありがとうございます。 

 RCW配管の汚染に関するほうについても、いろいろ準備のほう、よろしくお願いしたい

と思います。 

 杉山委員、最後に何かないですか。 

○杉山委員 いえ、大丈夫です。 

○大島部長 ほかに何もないようですので、以上で、第4回東京電力福島第一原子力発電

所の事故に関する知見の規制への取り入れに関する作業チーム事業者意見聴取会合を閉会

いたします。 

 ありがとうございました。 


